
〔別紙１〕 

随意契約理由書 

神戸市 

 件     名 御崎公園球技場自動開閉式屋根制御装置更新工事 

 契 約 業 者 名 株式会社 横河システム建築 

 随意契約の理由 

 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該当 

 

 随意契約の相手方を選定した理由 

 

本工事は、御崎公園球技場に設置されている自動開閉式屋根制御装置の更新を行うものである。 

当該設備は、機構制御装置(巻上機)、駆動制御装置(リアクトル盤、インバータ盤、コンバータ

盤)、中央制御装置(シーケンサ盤、中央操作卓)等で構成されている。 

 これらの構成機器のうち、経年劣化している制御部品（インバータ、コンバータ、シーケン

サ、エンコーダ等）、制御機器を更新し、再調整するものである。 

当該設備の基幹部分である制御システムは、製造会社が独自開発した技術に基づいて製造され

ており、個別の部品、プログラムも独自に開発された製品であり、汎用品とは根本的に異なった

ものとなっている。 

したがって、本業務の施行に必要不可欠な技術を有し、確実に業務を履行するとともに施工後

においてもシステム全体の性能を保証できる者は既設メーカーである上記業者をおいて他にいな

いため随意契約するものである。 

 

担当部署 

（問合せ先） 

建築住宅局設備課  

 （電話番号０７８－５９５－６５９８） 

 


